
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
方
法
及
び
同
法
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年

一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
方
法
及
び
同
法
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針

児
童
福
祉
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性

特
定
疾
病
児
童
等
（
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
い
う
。
）
が
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
支
援
（
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
い
う
。
）
を
受

け
る
た
め
、
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
（
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
機
関
を
い
う
。
）
に
移
送
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
移
送
に
係
る
費
用
に
つ
き
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二

条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
並
び
に
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
に
あ



っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
）
が
必
要
と
認
め
て
支
給
す
る
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
費
の
額
の
算
定
方
法
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
移
送
費
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
る
。


